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議会運営委員会会議録 

平成２１年 ３月 ９日（月） 

（開 会）１８：５５ 

（閉 会）１９：１１ 

 

○ 委員長 

 ただいまから議会運営委員会を開会いたします。 

「議会の運営について」、「議長の諮問について」及び「議会の会議規則、委員会に関する条

例等について」以上３件を一括議題といたします。 

追加議案について、執行部の説明を求めます。 

○ 財政総務課長 

議案第６７号及び第６８号の予算関連議案２件について説明させていただきます。配布した

しております平成２１年度一般会計特別会計補正予算資料をお願いいたします。１ページをお

願いいたします。今回の補正は、表の下の方に記載しておりますように景気対策及び給食費改

定に伴う補正を行うものでございます。一般会計で 2,000 万円を、学校給食事業特別会計で

8,058 万 1 千円をそれぞれ追加するものでございます。２ページをお願いいたします。一般会

計から説明させていただきます。歳出の商工費にかかげております地域活性化商品券発行事業

補助金 2,000 万円は、国の定額給付金の支給にあわせて発行されるプレミア月商品券のプレミ

ア部分 10％を補助することにより、地元経済の活性化を図ろうとするものであります。この財

源といたしましては、歳入の欄にかかげております地域活性化生活対策臨時交付金積立分を地

域振興基金から繰入れて充当するものでございます。次に、学校給食事業特別会計では、給食

費の改定に伴いまして、歳入の給食費及びその同額で歳出の賄い材料費を補正するものでござ

います。以上で説明を終わります。 

○ 委員長 

 説明が終わりましたので､質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。次に、追加議案の上程時期並びに付託委員会について、事務局に説

明させます。 

○ 議会事務局次長 

ただ今説明のありました追加議案２件につきましては、３月１２日の本会議の一般質問終了

後、すでに上程されております議案の質疑、委員会付託のあとに、提案理由説明、質疑ののち、

議案第６７号は平成２１年度一般会計予算特別委員会に、６８号は厚生文教委員会に、それぞ

れ付託していただいてはと考えております。 
ご審議方よろしくお願いいたします。 

○ 委員長 
説明が終わりましたので質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。おはかりいたします。追加議案の上程時期並びに付託委員会につい

ては、事務局説明のとおりとすることにご異議ありませんか。 
（ 異議なし ） 
 ご異議なしと認めます。よって、追加議案の上程時期並びに付託委員会については、そのよ

うに決定いたしました。次に、会議予定の変更（案）について、事務局に説明させます。 
○ 議会事務局次長 
 お手元に配付しております「平成２１年第１回 飯塚市議会定例会会期日程（変更案）」をご



 2

覧ください。会議予定でございますが、先ほどお諮りしました議案２件を追加して記載をいた

しております。内容の説明は省略させていただきます。  
ご審議方よろしくお願いいたします。 

○ 委員長 
説明が終わりましたので質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 
質疑を終結いたします。おはかりいたします。会議予定の変更（案）については、事務局説

明のとおりとすることにご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

 ご異議なしと認めます。よって、会議予定の変更（案）については、そのように決定いたし

ました。次に、平成２１年度一般会計予算特別委員会委員の人選及び設置時期について事務局

に説明させます。 
○ 議会事務局次長 

平成２１年度一般会計予算特別委員会委員につきましては、お手元に配付いたしております

とおり、各会派で調整がなされたうえで、届け出られております。特別委員の選任につきまし

ては、飯塚市議会委員会条例第８条第１項の規定により、議長が会議にはかって指名すること

になっておりますので、３月１２日の本会議において、議長発議によりまして特別委員会の設

置を諮り、届け出の議員を議長において指名していただいてはと考えております。 
ご審議方よろしくお願いいたします。 

○ 委員長 
説明が終わりましたので質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。おはかりいたします。平成２１年度一般会計予算特別委員会委員の

人選及び設置時期については、事務局説明のとおりとすることにご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

 ご異議なしと認めます。よって平成２１年度一般会計予算特別委員会委員の人選及び設置時

期については、そのように決定いたしました。次に、意見書案の取扱いについて事務局に説明

させます。 

○ 議会事務局次長 

 お手元に配付しておりますとおり提出された意見書（案）が１０件ございます。案件に記載

の（１）の「緑の社会」への構造改革を求める意見書(案)、（２）の障害者自立支援法の見直し

を求める意見書（案）及び（３）の今後の保育制度の検討に係る意見書（案）、以上３件が、公

明党の八児委員から、（４）の地方財政制度の抜本的な改革を求める意見書（案）、（５）の年金

記録問題の速やかな解決を求める意見書（案）、（６）の医療提供体制の拡充に関する意見書（案）、

（７）の教育予算の大幅な拡充及び高校教育の無償化を求める意見書（案）及び（８）の子育

て支援策の拡充を求める意見書(案)以上５件が、民友クラブの市場委員から、（９）の内需主導

経済へ抜本的な体質改善を求める意見書(案)及び（１０）の介護保険制度の抜本的見直しを求

める意見書(案) 以上２件が、日本共産党の川上委員から、それぞれ提出されております。 
○ 委員長 
 事務局の説明が終わりましたので、「「緑の社会」への構造改革を求める意見書(案)」、「障害

者自立支援法の見直しを求める意見書（案）」及び「今後の保育制度の検討に係る意見書（案）」、

以上３件について提出者から補足説明があれば、お願いいたします。 
○ 八児委員 
 よろしくお願いいたします。 
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○ 委員長 
 次に、「地方財政制度の抜本的な改革を求める意見書（案）」、「年金記録問題の速やかな解決

を求める意見書（案）」、「医療提供体制の拡充に関する意見書（案）」、「教育予算の大幅な拡充

及び高校教育の無償化を求める意見書（案）」及び「子育て支援策の拡充を求める意見書(案)」
以上５件について提出者から補足説明があれば、お願いいたします。 
○ 市場委員 
 よろしくお願いいたします。 
○ 委員長 
 次に、「内需主導経済へ抜本的な体質改善を求める意見書(案)」及び「介護保険制度の抜本的

見直しを求める意見書(案)」以上２件について提出者から補足説明があれば、お願いいたしま

す。 
○ 川上委員 
 ご賛同をよろしくお願いいたします。 
○ 委員長 

説明が終わりましたので､質疑を許します。質疑はありませんか。 
（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。おはかりいたします。意見書案１０件については、各会派に持ち帰

っていただき、後日の委員会で賛否を確認したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 
（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、意見書案の取り扱いについては、そのように決定いたしま

した。次に、意見書案に対する賛否締切り日について事務局より説明させます。 
○ 議会事務局次長 

 ただいまご審議いただきました意見書案１０件につきましては、提案されます本会議最終日

の２日前、３月２３日月曜日の午後５時までに賛否を報告いただきたいと考えております。 
 ご審議方よろしくお願いいたします。 
○ 委員長 
 説明が終わりましたので､質疑を許します。質疑はありませんか。 
（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。おはかりいたします。意見書案に対する賛否締切り日については、

事務局説明のとおりとすることに、ご異議ありませんか。 
（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、意見書案に対する賛否締切り日については、そのように決

定いたしました。なお、各会派、お集まりの折りに、ご協議されまして、先ほど協議いただき

ました１０件の意見書案に対する賛否を事務局まで報告いただきますよう、よろしくお願いい

たします。次に、議員提出議案の取り扱いについて事務局に説明させます。 
○ 議会事務局次長 

 お手元に配付しておりますとおり、川上委員他７名の議員から「飯塚市廃棄物の減量及び処

理の適正化等に関する条例の一部を改正する条例を廃止する条例」が提出されております。こ

の議案の取り扱いにつきましては、本会議最終日であります２５日に上程し、議案の提案理由

説明、質疑を行った後に、委員会付託を省略することを諮っていただき、本会議即決としてい

ただいてはと考えております。 
ご審議方よろしくお願いいたします。 

○ 委員長 
 事務局の説明が終わりましたので、飯塚市廃棄物の減量及び処理の適正化等に関する条例の
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一部を改正する条例を廃止する条例について、提出者から補足説明があればお願いいたします。 
○ 川上委員 
 ６月からゴミ袋を値上げするこの飯塚市廃棄物の減量及び処理の適正化等に関する条例の一

部を改正する条例は、ゴモ袋等の料金の改定を行い、ゴミの減量化、リサイクルの推進及びゴ

ミ処理に係る費用負担の適正化を図るためとして提案され、２００８年１２月定例会において

可決されたものでありますが、急速に進行する経済危機のもと、市民生活の負担増を避ける目

的により本案を提出するものであります。よろしくお願いいたします。 
○ 委員長 
 説明が終わりましたので､質疑を許します。質疑はありませんか。 
○ 江口委員 
 提案者並びに賛同者を教えてください。 
○ 川上委員 
 失礼いたしました。議席番号順に申し上げます。敬称略で、松本友子議員、私、川上直喜、

楡井莞爾議員、原田佳尚議員、後藤久磨生議員、市場義久議員、瀬戸元議員、永末壽議員、以

上８名であります。 
○ 委員長 
 他に質疑はありませんか。 
（ 質疑なし ） 
 質疑を終結いたします。おはかりいたします。議員提出議案の取り扱いについては、事務局

説明のとおりとすることにご異議ありませんか。 
○ 江口委員 
 この条例案なんですが、１２月議会に提案されて市民経済委員会のほうで審議をされており

ます。今回についても、市民経済委員会で審議すべきだと思いますので、その点についてこの

議会運営委員会でどうするのか諮っていただきたいと思います。 
○ 委員長 
 暫時休憩いたします。 
休 憩  １９：０７ 
再 開  １９：０８ 
 委員会を再開いたします。再度、おはかりいたします。議員提出議案の取り扱いについては、

事務局説明のとおりとすることにご異議ありませんか。 
（ 異議なし ） 
 ご異議ないしと認めます。よって、議員提出議案の取り扱いについては、そのように決定い

たしました。次に、平成２１年度関係議案に対する質疑通告について事務局に報告させます。 
○ 議会事務局次長 
 議案に対する質疑通告につきましては、議案第３８号について、永露議員より、議案第２９

号、３５号、４４号、４５号、４６号、４７号、４８号、５１号、５２号について道祖議員よ

り、議案第２６号、３０号、３２号について楡井議員より、議案第２２号、２５号、２７号、

３９号について川上議員より、質疑通告があっておりますので、報告いたします。また、先ほ

ど説明のありました追加議案２件につきましては、日程の関係上質疑通告は行いませんので、

よろしくお願いいたします。 
○ 委員長 
 説明が終わりましたので、質疑はありませんか。 
（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。平成２１年度関係議案に対する質疑通告については、ご了承お願い
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いたします。次に、請願の取り扱いについて事務局に説明させます。 
○ 議会事務局次長 
 お手元に配布しておりますとおり、５日まで提出された請願が１件ございます。１２日の本

会議において請願第８号は総務委員会に付託をしていただいてはと考えております。 
ご審議方よろしくお願いいたします。 

○ 委員長 
 説明が終わりましたので､質疑を許します。質疑はありませんか。 
（ 質疑なし ） 
 質疑を終結いたします。おはかりいたします。請願の取り扱いについては、事務局説明のと

おりとすることにご異議ありませんか。 
（ 異議なし ） 
 ご異議なしと認めます。よって、請願の取り扱いについては、そのように決定しました。 

次にその他でございますが、次回の議会運営委員会は、３月２５日水曜日の本会議最終日、

開会前の９時３０分に開会を予定いたしておりますので、ご出席方よろしくお願いいたします。 
 おはかりいたします。「議会の運営について」、「議長の諮問について」及び「議会の会議規則、

委員会に関する条例等について」以上３件については、継続審査とすることにご異議ありませ

んか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、本件３件は継続審査とすることに決定いたしました。 

これをもちまして議会運営委員会を閉会いたします。お疲れ様でした。 


